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妊
娠
中
の
授
乳
に
つ
い

て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が

あ
り
ま
す
。
授
乳
に
よ
り

ホ
ル
モ
ン
の
影
響
で
子
宮
が
収
縮
し

た
り
、
マ
マ
が
貧
血
や
栄
養
不
足
に

陥
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
正
常
な
妊
娠
な
ら
し

ば
ら
く
の
間
は
、
ホ
ル
モ
ン
が
子
宮

に
働
き
掛
け
な
い
仕
組
み
が
備
わ
っ

て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

赤
ち
ゃ
ん
が
早
く
生
ま
れ
た
経
験

の
あ
る
人
や
赤
ち
ゃ
ん
が
早
く
生
ま

れ
そ
う
な
兆
候
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、

授
乳
を
控
え
る
の
が
ベ
タ
ー
で
す
が
、

妊
娠
中
の
授
乳
を
継
続
し
て
よ
い
か

ど
う
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が

あ
り
、
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
。
医

師
や
助
産
師
と
相
談
し
、
マ
マ
の
体

調
や
お
子
さ
ん
の
様
子
を
み
な
が
ら
、

母
子
と
も
に
一
番
良
い
方
法
を
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

妊
娠
し
た
ら
母
乳
は
や
め

な
い
と
い
け
な
い
の
？

項目など 支給日 担当課
児童扶養手当
( １月期支給 ) 1 月 11 日 ( 水 ) 子ども

家庭課

お忘れないですか

※認定請求・現況届がまだの人は至急提出を！

幼児や小学生の習い事を探している人へ
「ならいごと＋マーケット」

助産師が
悩みにお答え
します！

子ども家庭課給付金担当 電話 556-8224 FAX 563-3611

対象＝高校３年生相当以下の児童 ( 平成 16 年 4 月
2 日～令和 5 年 2 月 28 日生まれ ) を養育し、市に
住民登録がある人 ※所得制限はありません

対象児童１人につき１万円を支給
「三田市子育て世帯臨時特別給付金」

給付金

保育振興課 電話 559-5073 FAX 563-3611 
〒 669-1595 三輪 2-1-1 市役所本庁舎 2 階　　

申し込み＝認可保育所・認定こども園・
小規模保育などの在籍者は、２月３日ま
でに申請書を郵送または窓口で下記

補助要件＝市に住民登録があり、子どもが４年度に
認可保育所・認定こども園・小規模保育などに在籍
している ( いた ) 世帯で、保育料が月額 5,000 円を
超えている ※その他要件あり、詳細は市 HP( 下記
２次元コード )
助成額 = 月額 5,000 円以上の保育料に対して、次の
額を限度に補助 ( 給食費や通園バス代など費用、未
就園児クラスやプレ保育などの利用者は補助対象外 )

保育料の一部を助成「ひょうご保育料軽減事業」
( 保育無償化の対象者は補助対象外 )

助　成

①三田市から児童手当を
受給している人

②三田市から児童手当を
受給していない人

□ 申請不要
□ 12 月 28 日に児童手当
登録口座へ振り込み済み
□ 4 年 12 月 1 日～５年
2 月 28 日の間に、市に
転入した人または新生児
が生まれた人は、児童手
当登録口座へ随時振り込
み予定です

□ 申請が必要です
対象：所得制限による児
童手当未受給者・公務員・
高校生だけを養育してい
る人
□ 対象者には手続きの案
内通知を 12 月末～ 1 月
初めに送付。申請受付は
1 月から開始します。

※②の人で、４年 12 月１日～５年２月 28
日の間に、市に転入した人または新生児が
生まれた人などの申請の詳細は、市 HP

区分 ３歳児未満 ３歳児以上
第１子　　 10,000 円 － ( 無償化 )
第２子以降 15,000 円 － ( 無償化 )

すくすく子育て課 電話 559-5079 FAX 563-3611 〒 669-1595 三輪 2-1-1 市役所本庁舎 2 階　　

三田市産後ヘルパー派遣事業「 S
サ ン
UN だっこ応援隊 」がスタート！

ヘルパーが自宅を訪問して家事や育児を支援します

お知らせ

対象 利用可能時間＊

①概ね産後２カ月までの産婦で当該乳児の他に就学前児を養育する家庭

②概ね産後４カ月までの産婦で当該乳児のみを養育し支援が必要と判断された家庭

上限   8 時間
(２時間×4回)

③１歳未満の多胎児を養育する家庭 上限 16 時間
(２時間×８回)

＊実費 ( 買い物代金など ) 以外の利用料金については、利用後、市から納付書を送付します。
期日までに指定金融機関などでお支払いください。
※開始時期や利用についての詳細は市 HP( 右記２次元コード ) をご確認ください。
※申請手続きなどサービス利用までに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

妊娠・出産・育児のさまざまな疑問や
不安をひとりで悩まずご相談ください

市役所本庁舎２階　　　559-5093
総合福祉保健センター　559-6288
多世代交流館　　　　   553-8003
Mail : kosodate@city.sanda.lg.jp 

利用区分 利用料

初回利用 ０円 / ２時間

２回目の利用 500 円 / ２時間

3 回目以降の利用 1,000 円 / ２時間

▶ ▶ ▶ ▶

１ ２ ３ ４ ５
利用相談

市担当者が状
況などを聞き
ます
( 妊娠中も可 )

申請手続き
詳細は①の時
にお伝えしま
す

利用決定
②の申請者に、
利用決定のお
知らせをしま
す

日程の調整
利用者とヘル
パー事業所間
で 利 用日程な
どを調整します

サービスの利用
利 用 日 当 日、
ヘルパーがご
自宅を訪問し
ます＊

利用者

※年齢は４年４月１日現在

●対象 市に住民登録があり、日中に家事や育児を行う同居の親族がいないため、出産後の支援が充分に受
けられない下記①～③の家庭

※生活保護世帯または市民税非課税世帯は 0 円
※派遣前日 ( 土・日曜、祝日、年末年始を除く前営業日 )
17 時以降のキャンセルは利用者負担金が発生します。

●利用料 ●サービス内容

□ 食事の準備片付け
□ 衣類の洗濯、部屋の掃除
□ 生活必需品の買い物など

□ 授乳の準備・片づけ
□ 沐浴の補助
□ その他必要な育児援助など

※自宅の室内で日常的に行う家事が対象

日常的な
家事に

関すること

育児に
関すること

※育児に関する支援はお手伝いが中心で利用者と子
どもが一緒にいる場所で行います。ヘルパーと子ど
もだけの留守番はできません。

自宅で開く教室、習い事などの見本市を開催します。
手作り雑貨のマーケットも！
日時＝ 2 月 5 日 ( 日 ) 11 時～ 15 時 
場所＝まちづくり協働センター 
問い合わせ＝人権・男女共同参画プラザ ( まちづく
り協働センター内 559-5163 FAX 563-8001 ) 

●利用までの流れ・申請方法

市・委託事業者

✓

✓
＊ 1 日 1 回原則 2 時間単位での利用、サービス提供時間は月～金曜 ９時～ 18 時 ( 土・日曜、祝日、年末年始を除く )


